
非
該
当
の
い
ず
れ
か
に
認
定
、
足
関
節

は
５
級
・
６
級
・
７
級
・
非
該
当
の
い

ず
れ
か
に
認
定
さ
れ
ま
す
。

対
平
成
26
年
４
月
か
ら
ペ
ー
ス
メ
ー
カ

（
心
臓
機
能
障
害
）や
人
工
関
節
な
ど（
肢

体
不
自
由
）を
入
れ
た
方

問
障
害
者
支
援
課（
☎
231－

１
９
１
７
）

ひ
と
り
親（
母
子
・
父
子
）家
庭
等

医
療
費
を
助
成
し
ま
す

対
ひ
と
り
親（
母
子・父
子
）

家
庭
な
ど
の
児
童
や
母
・

父
に
要
し
た
医
療
費
の
う

ち
、
保
険
診
療
内
の
自
己
負
担
分　

▽

市
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯
＝
18
歳
に

達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
の
間
に
あ
る
児
童
を
扶
養
し
て
い
る

父
・
母
・
養
育
者
と
児
童　

▽
児
童
扶

養
手
当
受
給
者
と
同
様
の
所
得
水
準
の

世
帯
＝
小
学
校
卒
業
ま
で
の
児
童
の
み　

▽
所
得
制
限
な
し
＝
義
務
教
育
就
学
前

児
の
み　

持
健
康
保
険
証
、
印
鑑
、
ひ

と
り
親
家
庭
を
証
明
す
る
物（
児
童
扶

養
手
当
証
書
、民
生
委
員
の
証
明
な
ど
）、

平
成
25
年
１
月
２
日
以
降
転
入
の
方
は
、

平
成
25
年
度
所
得
課
税
証
明
書（
転
入

家
族
全
員
分
）
　
申
こ
ど
も
家
庭
課
、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
各
支
所
へ
。

問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231－
１
９
２
８
）

児
童
手
当
の
申
請
を

対
中
学
校
修
了
前
ま
で

（
15
歳
に
な
っ
た
最
初
の

３
月
31
日
ま
で
）の
児

童
を
新
た
に
養
育
す
る
方　

※
所
得
制

限
あ
り
　
内
手
当
月
額　

▽
３
歳
未
満

＝
１
万
５
０
０
０
円　

▽
３
歳
以
上
〜

小
学
校
修
了
前　

第
１
・
２
子
＝
各
１

万
円
、
第
３
子
以
降
＝
１
人
に
つ
き
１

万
５
０
０
０
円　

▽
中
学
生
＝
1
万
円

▽
所
得
制
限
限
度
額
以
上
の
方
＝
一
律

５
０
０
０
円
　
持
印
鑑
、
金
融
機
関
の

口
座
番
号
が
分
か
る
物
、
厚
生
年
金
・

共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る
方
は
年
金

加
入
証
明
書
か
健
康
保
険
被
保
険
者
証

の
写
し
、
平
成
25
年
１
月
２
日
以
降
に

転
入
し
た
方
は
、
前
住
所
地
で
の
平
成

25
年
度
所
得
課
税
証
明
書（
父
母
両
方

の
分
）　

申
こ
ど
も
家
庭
課
、
各
総
合

支
所
市
民
生
活
課
、
各
支
所
へ
。
※
公

務
員
は
原
則
、
勤
務
先
で
申
請
を　

問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231－

１
９
２
８
）

ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト

　
「
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
」

と
は「
絵
本
」を
介
し
て

赤
ち
ゃ
ん
と
周
り
の
大

人
が
心
安
ら
ぐ
楽
し
い

語
り
合
い
の
ひ
と
と
き

を
持
つ
こ
と
を
応
援
す
る
運
動
で
す
。

　

１
冊
目
の
絵
本
は
出
生
届
の
提
出
後

３
カ
月
〜
４
カ
月
の
間
に
地
域
の
民
生

委
員
・
児
童
委
員
が
各
家
庭
を
訪
問
し

た
際
に
、
２
冊
目
の
絵
本
は
１
歳
６
カ

月
児
健
康
診
査
の
会
場
で
渡
し
ま
す
。

問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231－

１
３
５
３
）、

菊
川
図
書
館（
☎
287－

０
１
０
２
）、
豊

田
図
書
館（
☎
766－

３
４
３
２
）、
豊
浦

図
書
館（
☎
775－

４
１
８
０
）、
豊
北
図

書
室（
☎
782－

１
７
１
８
）

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

▽
菊
川（
☎
287－

４
０
０
３
）

　

▽
豊
田（
☎
766－
２
１
８
０
）

　

▽
豊
浦（
☎
772－
４
０
２
３
）

　

▽
豊
北（
☎
782－
１
９
２
２
）

平
成
26
年
度
の
年
金
額
と

国
民
年
金
保
険
料

　

平
成
26
年
度
年
金
額
は
、
法
律
の
規

定
に
基
づ
く
特
例
水
準
の
段
階
的
な
解

消
に
よ
る
マ
イ
ナ
ス
１
・
０
％
と
、
物

価
賃
金
に
よ
る
変
動
プ
ラ
ス
０
・
３
％

と
合
わ
せ
て
、
マ
イ
ナ
ス
０
・
７
％
の

改
定
と
な
り
ま
す
。
改
定
後
の
年
金
額

は
年
金
額
改
定
通
知
書
な
ど
に
よ
り
お

知
ら
せ
さ
れ
ま
す
。

【
国
民
年
金
保
険
料
】＝
月
額
１
万
５
２

５
０
円（
昨
年
度
は
１
万
５
０
４
０
円
）

【
年
金
額
】

●
老
齢
基
礎
年
金
＝
77
万
２
８
０
０
円 

（
月
額
６
万
４
４
０
０
円
）　

●
障
害
基

礎
年
金
＝
１
級
…
96
万
６
０
０
０
円

（
月
額
８
万
500
円
）、
２
級
…
77
万
２
８

０
０
円（
月
額
６
万
４
４
０
０
円
）　

●

遺
族
基
礎
年
金
＝
▽
基
本
…
77
万
２
８

０
０
円（
月
額
６
万
４
４
０
０
円
）　

▽

子
ど
も
が
１
人
い
る
場
合
…
99
万
５
２

０
０
円（
内
訳
…
基
本
＋
22
万
２
４
０

０
円〈
月
額
８
万
２
９
３
３
円
〉）　

●
老

保
険
・
年
金

齢
福
祉
年
金
＝
39
万
５
９
０
０
円（
月
額

３
万
２
９
９
１
円
）

問
下
関
年
金
事
務
所（
☎
222－

５
５
８
７
）、

保
険
年
金
課（
☎
231－

１
９
３
１
）、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課

福
祉
は
り・き
ゅ
う
・あ
ん
摩
・マ
ッ
サ
ー

ジ
・
指
圧
の
助
成
券
の
送
付
に
つ
い
て

　

平
成
25
年
度
の
助
成
券
を
持
っ
て
い

る
方
に
、
平
成
26
年
度
分
の
助
成
券
を

３
月
末
に
送
付
し
ま
し
た
。
届
い
て
い

な
い
方
は
、
必
ず
４
月
中
に
申
し
出
て

く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課（
☎
231－

１
３
０
６
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退
の

届
け
出
は
14
日
以
内
に

●
国
保
に
加
入
す
る
の
は
ど
ん
な
と
き
？

▽
他
の
市
町
村
か
ら
下
関
市
に
転
入
し

た
と
き　

▽
会
社
の
健
康
保
険
を
や
め

た
と
き
か
扶
養
を
は
ず
れ
た
と
き　

▽

国
保
加
入
者
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と

き　

※
届
け
出
が
遅
れ
る
と
医
療
費
が

全
額
自
己
負
担
と
な
り
、
保
険
料
を
さ

か
の
ぼ
っ
て
納
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん

●
国
保
を
脱
退
す
る
の
は
ど
ん
な
と
き
？

▽
下
関
市
か
ら
他
の
市
町
村
に
転
出
し

た
と
き　

▽
会
社
の
健
康
保
険
に
加
入

し
た
と
き
か
、
扶
養
に
な
っ
た
と
き　

▽
国
保
加
入
者
が
死
亡
し
た
と
き　

※

届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
脱
退
の
手
続
き

を
行
う
ま
で
保
険
料
の
請
求
が
続
き
ま

す
。
そ
の
ま
ま
国
保
の
保
険
証
で
病
院

に
か
か
る
と
、
国
保
が
負
担
し
た
医
療

費
を
返
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す　

※
75
歳
到
達
に
よ
り
国
保
か
ら
後

期
高
齢
者
医
療
に
移
行
す
る
方
は
、
国

保
脱
退
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

▽
届
出
先
＝
保
険
年
金
課
、
市
役
所
総

合
窓
口
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、

各
支
所

問
保
険
年
金
課 

（
☎
231－

１
９
３
０
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

国
民
健
康
保
険
の

葬
祭
費
の
支
給
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
死
亡

し
た
と
き
、
葬
祭
を
行
っ
た
人
に
葬
祭

費
と
し
て
５
万
円（
平
成
24
年
３
月
31

日
以
前
の
死
亡
は
４
万
円
）が
支
給
さ

れ
ま
す
。
葬
祭
を
行
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
２
年
を
過
ぎ
る
と
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課（
☎
231－

１
６
６
８
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

介
護
職
員
初
任
者

研
修
養
成
講
座

日
４
月
21
日
〜
６
月
２
日
の
週
５

日
か
６
日　

午
前
９
時
〜
午
後
４

時
　
所
安
岡
病
院
研
修
室（
横
野

町
三
丁
目
）
　
定
40
人（
先
着
順
）
　

料
４
万
５
０
０
０
円
　
申
４
月
１

日
〜
15
日
に
、
直
接
か
電
話
で
、

安
岡
病
院（
☎
258－

３
７
１
１
）へ
。

問
介
護
保
険
課（
☎
231－

１
３
７
１
）

対…対象　日…日時　期…期間　所…場所　内…内容　師…講師　定…定員
料…参加費など　持…持参する物　申…申込方法　共…共通事項　問…問合先マークの見方平成26年４月号15

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　

座

募　

集

保　

健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　

談

お
知
ら
せ



食
生
活
改
善
推
進
員
養
成
講
座

対
市
内
在
住
で
、
講
座
修

了
後
、
食
生
活
改
善
推
進

員
と
し
て
料
理
講
習
会
な

ど
を
通
じ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
が
で
き
る
方
　
日
５
月
〜
平
成

27
年
２
月（
全
８
回
予
定
）午
前
９
時
30

分
〜
午
後
３
時
30
分
　
所
川
中
公
民
館
　

内
栄
養
、
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
講
話
、

実
習
な
ど
　
定
40
人（
先
着
順
）　

料
材

料
費
の
一
部
負
担
あ
り
　
申
４
月
30
日

（
水
／
必
着
）ま
で
に
、
は
が
き
か
フ
ァ
ク

ス
で
、
必（
６
㌻
）を
保
健
総
務
課（
〒

750

－

８
５
２
１
市
内
南
部
町
１
番
１
号　

6
235－

３
９
０
１
）へ
。

問
保
健
総
務
課（
☎
231－

１
４
２
６
）

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射

　

生
後
90
日
を
経
過
し
た

犬
の
飼
い
主
は
、
室
内
・

室
外
飼
育
に
関
係
な
く
、

登
録（
犬
の
生
涯
に
１
回
）と
年
１
回
、

狂
犬
病
予
防
注
射
を
犬
に
接
種
さ
せ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
各
総
合
支
所
管

内
で
の
日
程
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
※

犬
を
押
さ
え
ら
れ
る
方
が
連
れ
て
来
て

く
だ
さ
い

日
▽
菊
川
町
＝
４
月
21
日
〜
23
日　

▽

豊
田
町
＝
４
月
16
日
〜
18
日　

▽
豊
浦

町
＝
５
月
14
日
〜
16
日　

▽
豊
北
町
＝

４
月
24
日
〜
26
日　

※
各
会
場
・
時
間

は
手
元
に
届
く
通
知
は
が
き
か
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
を
　
料
▽
注
射
料
金

（
１
頭
）２
４
０
０
円　

▽
注
射
済
票
交

付
手
数
料（
１
頭
）550
円　

▽
登
録
手
数

料（
１
頭
）３
０
０
０
円（
未
登
録
の
犬
の

み
）※
集
合
注
射
の
期
間
中
は
、
市
と
協

定
を
締
結
し
て
い
る
動
物
病
院
で
も
同

じ
金
額
で
手
続
き
可
。
事
前
に
各
動
物

病
院
に
問
い
合
わ
せ
を
　
持
集
合
注
射

通
知
は
が
き　

※
市
外
か
ら
下
関
市
へ

転
入
す
る
場
合
、
前
の
自
治
体
の
鑑
札

が
必
要（
な
い
場
合
は
再
交
付
手
数
料

と
し
て
１
６
０
０
円
必
要
）

●
次
の
場
合
、
セ
ン
タ
ー
に
連
絡
を

▽
飼
犬
の
死
亡
・
行
方
不
明　

▽
飼
主

の
変
更
・
住
所
変
更　

※
上
記
以
外
は
、

各
総
合
支
所
に
問
い
合
わ
せ
を

問
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー（
☎
263－
１

１
２
５
）、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課　

▽
菊
川（
☎
287－

４
０
０
４
）、
▽
豊
田（
☎

766

－

２
１
８
７
）、
▽
豊
浦（
☎
772

－

４
０

１
７
）、
▽
豊
北（
☎
782－
１
９
２
５
）

児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を

対
父
か
母
と
生
計
を
共
に

し
て
い
な
い
児
童
を
養
育

し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭

の
父
母
か
養
育
者
で
、
年

金
な
ど
の
公
的
給
付
金
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
な
ど
、
一
定
の
条
件
に
該

当
す
る
方　

期
児
童
が
18
歳
に
達
す
る

日
以
後
最
初
の
３
月
31
日
ま
で　

※
障

害
の
あ
る
児
童
は
20
歳
の
誕
生
日
の
前

日
ま
で
　
持
請
求
理
由
で
必
要
な
物
が

福
祉
・
医
療

異
な
る
　
申
こ
ど
も
家
庭
課
、
各
総
合

支
所
市
民
生
活
課
へ
。

問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231－

１
９
２
８
）

高
等
技
能
訓
練
促
進
費

　

４
月
１
日
か
ら
平
成
26
年
度
の
申
請

受
付
を
開
始
し
ま
す
。
対
象
者
は
、
生

活
状
況
や
所
得
に
応
じ
て
給
付
金
の
支

給
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
申
請
に
は
事
前

面
談
が
必
要
で
す
。
ま
ず
は
電
話
で
担

当
者
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

対
市
内
在
住
の
母
子
家
庭
の
母
か
父
子

家
庭
の
父
で
、
看
護
師
、
理
学
療
法
士

な
ど
就
職
に
有
利
な
資
格
の
取
得
を
目

指
し
て
現
在
修
業
し
て
い
る
か
、
平
成

26
年
度
に
修
業
予
定
の
方

問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231－

１
３
５
８
）

身
体
障
害
者
手
帳
の
認
定
基
準
が

変
わ
り
ま
す

　

ペ
ー
ス
メ
ー
カ
な
ど
を
入
れ
た
方
は

今
ま
で
一
律
１
級
に
認
定
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
今
後
は
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
な
ど

へ
の
依
存
度
や
日
常
生
活
活
動
の
制
限

の
程
度
に
応
じ
て
、
１
級
・
３
級
・
４

級
の
い
ず
れ
か
に
認
定
さ
れ
、
３
年
以

内
に
再
認
定
を
行
い
ま
す
。

　

人
工
関
節
な
ど
を
入
れ
た
方
は
股
関

節
や
膝
関
節
は
一
律
４
級
、
足
関
節
は

一
律
５
級
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

今
後
は
術
後
の
経
過
の
安
定
し
た
時
点

で
の
関
節
可
動
域
な
ど
に
応
じ
て
股
関

節
や
膝
関
節
は
４
級
・
５
級
・
７
級
・

介護予防教室
対市内在住の65歳以上で医師などから運動を制限されていない方　

▽期間…①②＝６月～ 10月（週１回）、③＝５月～翌年３月（全30回程度）
申４月１日～ 30日に、電話で各申込先へ。
問①②成人保健課（☎231-1935）、③いきいき支援課（☎231-1340）

教室名・会場 曜 時間 申込先 連絡先 定員
①プール元気教室：プールを利用した水中運動を行います。
下関体育センター　彦島校（彦島角倉町四丁目） 金 14:30 ～ 16:00

成人保健課 231-1935 15人
下関体育センター　山の田校（稗田中町） 火 15:00 ～ 16:30
下関ヘルシーランド（大字井田小野） 火 13:00 ～ 14:30
ウイングスポーツクラブ（形山みどり町） 金 13:30 ～ 15:00
②筋力はつらつ若返り教室：トレーニング機器を利用した運動を行います。
ウイングスポーツクラブ（形山みどり町） 金 8:50 ～ 10:20

成人保健課 231-1935 10人程度山の田内科（武久町一丁目） 水 15:30 ～ 17:00
③いきいきふれあい教室：体力に自信のない方も、お気軽に！介護予防を目的とした体操や運動を行います。
稗田県営住宅第３集会所（山の田北町） 水 13:30 ～ 15:30 あゆみ在介センター 254-1563

15 ～
30人

ドリームシップ（細江町三丁目） 水 15:00 ～ 16:30 豊前田在介センター 223-2670
ふれあい会館
（上新地町三丁目・西京銀行新地支店跡） 金  9:30 ～ 11:30 桜山在介センター 222-1511

社会福祉センター（貴船町三丁目） 水 13:30 ～ 15:30 下関市社協在介センター 228-2940
彦島内科リハビリ室（彦島江の浦町九丁目） 水 13:30 ～ 15:30 彦島在介センター 266-4455
彦島公民館（彦島江の浦町一丁目） 水 10:00 ～ 12:00 彦島アイユウの苑在介センター 266-6516
古城町集会所（長府古城町） 水 10:00 ～ 11:30 みどり園在介センター 248-0986
長府公民館（長府土居の内町） 水 10:00 ～ 12:00 アイユウ長府在介センター 246-0927
員光園（大字員光） 金 11:00 ～ 12:30 員光園在介センター 248-5117
はまゆう苑地域交流ホーム（横野町三丁目） 火  9:30 ～ 11:30 コスモス在介センター 258-0070
ひえだ保育園（稗田中町） 木 13:30 ～ 15:00 慈公園在介センター 253-9333
川中公民館（伊倉町二丁目） 木  9:30 ～ 11:30 はまゆう苑あやらぎ在介センター 251-1110
勝山公民館（秋根南町二丁目） 火 10:00 ～ 11:30 勝山在介センター 256-8333
勝山老人憩の家（秋根西町一丁目） 水 10:00 ～ 11:30 フェニックス在介センター 256-1533
菊川老人憩の家（菊川町大字下岡枝） 火 13:30 ～ 15:30 きくがわ苑在介センター 287-1775
角島開発総合センター（豊北町大字角島） 木 10:30 ～ 12:00 豊北町在介センター 782-1419
土井自治会館（豊北町大字阿川） 月 13:00 ～ 14:30 豊北町在介センター白滝荘 783-0088

※表内の「在介センター」は「在宅介護支援センター」の略
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